
 利益処分の承認（経営努力認定）について （平成２７事業年度）

（案）

当期総利益
（1,200,568千円）

目的積立金
（ 経営努力分 ）
1,200,568千円

評価委員会の
意見

前事業年度からの
繰越損失に充当

残余
（当期未処分利益）

1,200,568千円

積立金
（ 経営努力外 ）

積立なし

損失の
整理に充当

※過去の当期総利益
26年度； 992,390千円
25年度；1,796,027千円
24年度；2,177,822千円
23年度；1,497,876千円

知事の承認

中期計画で定める
「剰余金の使途」 に充
当可能、 損失の整理
にも充当可能

利益処分（案）

当期総利益（1,200,568千円）全額を 目的積立金（経営努力分）として整理。

         

（ 地方独立行政法人法第４０条 ； 利益及び損失の処理等 ）

※公立大学法人和歌山県立医科大学の中期計画で定める剰余金の使途 ；
『教育・研究・医療の質の向上及び組織運営の改善』

地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益が生じたときは、前

事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、

積立金として整理 しなければならないとされている。
ただし、知事が評価委員会の意見を聴いたうえで、経営努力により生じた利益

であると承認した場合は、目的積立金として整理 し、翌事業年度以降、中期計画
で定める剰余金の使途に充てることができるとされている。

① 運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の

収益から生じた利益（＝自己収入 ）

② 中期計画（年度計画）の記載内容に照らして、本来行うべき業務を効率的に

行ったために費用が減少 した場合に、その結果発生したもの

③ その他、地方独立行政法人において経営努力によることを立証した場合
※地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解

前年度からの主な増減理由

平成２７年度当期総利益 １２．０億円 対前年度比 ＋２．０億円

※前年度当期総利益約１０億円

（１） 経常収益は、「附属病院収益」の増加等により ３４９億円 対前年度比＋２２億円

① 手術件数の増等による入院診療収益の増 ＋７．８億円

② C型肝炎新薬の院内処方等による外来診療収益の増 ＋１２．５億円

（２） 経常費用は、「診療経費」、「人件費」の増加等により ３３７億円

対前年度比＋１９億円

① 手術件数の増等による診療材料費の増 ＋３．３億円

② C型肝炎新薬の院内処方等による医薬品費の増 ＋１２．１億円

③ 第３期医療情報システムの減価償却費の減 ▲２．７億円

④ 給与改定に伴う人件費の増 ＋１．１億円

⑤ 看護職員等の増員による職員人件費の増 ＋４．９億円

（３） 目的積立金取崩額（損益計上分） 約０．３億円減額

経営努力認定の基準

資料２－１



（案）

和 公 評 第 号

平成 年 月 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様

和歌山県公立大学法人評価委員会

委員長 辻 省 次

意見書

公立大学法人和歌山県立医科大学の平成２７年度の利益処分の承認について、地

方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）第４０条第

５項の規定に基づく和歌山県公立大学法人評価委員会の意見は下記のとおりである。

記

評価委員会の意見記載



地方独立行政法人法（抜粋） 

 (利益及び損失の処理等) 

第４０条 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、

前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積

立金として整理しなければならない。ただし、第３項の規定により同項の使途に充て

る場合は、この限りでない。 

２ 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の

規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠

損金として整理しなければならない。 

３ 地方独立行政法人は、毎事業年度、第１項に規定する残余があるときは、設立団体

の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画

の第２６条第２項第６号の剰余金の使途に充てることができる。 

４ 地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第１項又は第２項の

規定による整理を行った後、第１項の規定による積立金があるときは、その額に相当

する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期

目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間にお

ける業務の財源に充てることができる。 

５ 設立団体の長は、前２項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評

価委員会の意見を聴かなければならない。 

６ 地方独立行政法人は、第４項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定

による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体

に納付しなければならない。 

７ 前３項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な

事項は、設立団体の規則で定める。 
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